
お客様各位 

オージー技研株式会社

マイクロ波治療器の高周波利用設備申請／届出について

この度は、弊社のマイクロ波治療器をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 

マイクロ波治療器は電波法第 100 条に定められた高周波利用設備であり、その設置等に関しては、各地域の

通信局への申請／届が必要となります。 

つきましては、下記内容をご確認の上、必要書類を各地域の通信局にご提出頂きますようお願い申し上げ

ます。 

ご不明な点等がございましたら、弊社若しくは最寄りの総合通信局までお問合せ頂きますようお願い致し

ます。 

１．提出書類一覧 ※提出書類は地域によって異なりますので、各総合通信局へお問い合わせ下さい。 

申請の種別 

提出書類 
新設 変更 一部撤去

全部撤去

廃止 

許可状

訂正 

許可状

再交付
承継 

高周波利用設備許可申請書 1部 

高周波利用設備変更許可申請書 1部 

高周波利用設備変更届 1部 

高周波利用設備廃止届 1部 

高周波利用設備許可状訂正申請書 1部 

高周波利用設備許可状再交付申請書 １部 

高周波利用設備承継届 １部

高周波利用設備添付書類 2部 2 部 2 部 2 部 2 部 2 部 

機器の外観図 2部 2 部 2 部 
添付図面 

設置場所付近の図面 2部 2 部 2 部 

許可状 要 

旧許可状 要 要 

変更を証明できる書類 要 

承継の事実を証明する書類 要

返信用封筒（角型 2号、120 円切手貼付） 1部 1 部 1 部 1 部 1 部 1 部 

※変更：追加、取替え又は設置場所の変更、許可状訂正：記載事項の変更、承継：譲渡又は相続・合併等による承継

２．提出書類様式 

別添資料又は各総合通信局のホームページをご確認下さい。 

３．各総合通信局 ※連絡先及び所在地は各総合通信局のホームページでご確認下さい。 

通信局名 管轄地域 

北海道総合通信局 北海道 

東北総合通信局 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

関東総合通信局 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 

信越総合通信局 新潟、長野 

北陸総合通信局 富山、石川、福井 

東海総合通信局 岐阜、静岡、愛知、三重 

近畿総合通信局 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

中国総合通信局 鳥取、島根、岡山、広島、山口 

四国総合通信局 徳島、香川、愛媛、高知 

九州総合通信局 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 

沖縄総合通信事務所 沖縄 



 

 

 

※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 
※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 
※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 

※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 

※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 

※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 

※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 

※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 

※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ 

※ 

(2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 
       ↓ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 

※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



 

 

 

※(15)の添付図面は、電源部や発振部のみでなく、設備全体のものを記載 

(有・無のどちらか

にレ点をし、有の

場合は、材料及び

構造を記載) 

(一方を二重線で抹消) 
     ↓ (2以上の装置を1の申請書又は届書に記載する場合は、その装置を記載) 

       ↓ 

※ 

(新設及び設置場所が変更になる場合にレ点を記載) 



  

   

     
( )

 ( )

( )

記入例 ※本記入例は、関東総合通信局の記載例を参考に作成しています。



ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-9250）



ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-9150）



ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-8250）



ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-8150）



ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-3200/3250）



ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-3100/3150）



 

ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-5200/5250） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-5100/5150）



 

ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-7200/7250） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-60） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-62） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ウ 装置の外観を示す図又は写真（ME-210） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ウ 装置の外観を示す図又は写真（EH-75） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 設置場所付近の建造物等の状況を示す図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子地図（ヤフーやグーグル等のネット電子地図を含む）に設置場所を中心とした概略半径

２００ｍの円を記載。 



高周波利用設備許可申請書 

 

年   月   日 

 

          殿 

 

申請者（注１） 

住所（法人又は団体にあつては本店又は主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

代理人（連絡先） 

住所 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

高周波利用設備（       ）（注２）を設置いたしたいので、電波法第１００条の規定

により別紙の書類を添えて申請します。 

 

 

注１ 記載は、次によること。 

 (１) 氏名については、自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者

の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、申請者が国の

機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場

合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

(２) 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記

載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること（この場合には申請者の押印は必要としないこ

と。）。 

２ 電力線搬送通信設備、誘導式通信設備、誘導式読み書き通信設備、医療用設備、工業用加熱設備又は各種設備の別を記載

すること。 

３ 用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。 

４ 許可状その他の処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載した封筒を申請

書に添附すること。この場合において、封筒は当該処分に係る書類を封入し得るものとする。 

 

 

 

 

 



高周波利用設備変更許可申請(届)書 

 

年   月   日 

 

          殿 

 

申請者（注１） 

住所（法人又は団体にあつては本店又は主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

代理人（連絡先） 

住所 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

年  月  日付関高第     号をもつて許可を受けた高周波利用設備を変更

したいので、電波法第１００条第５項において準用する同法第１７条の規定により別紙の書類

を添えて申請します。 

 

 

注１ 記載は、次によること。 

(１) 氏名については、自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表

者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、届出者が

国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法

人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

(２) 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を

記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること（この場合には申請者の押印は必要としな

いこと。）。 

２ 用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。 

３ 許可状その他の処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載した封筒を申請

書に添附すること。この場合において、封筒は当該処分に係る書類を封入し得るものとする。 

 

 

 

 

 

 



高周波利用設備変更届 

 

年   月   日 

 

          殿 

 

届出者（注１） 

住所（法人又は団体にあつては本店又は主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

代理人（連絡先） 

住所 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

年  月  日付関高第     号をもつて許可を受けた高周波利用設備を変更

したいので、電波法第１００条第５項において準用する同法第１７条の規定により別紙の書類

を添えて届け出ます。 

 

 

注１ 記載は、次によること。 

(１) 氏名については、自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表

者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、届出者が

国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法

人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

(２) 代理人による届出の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を

記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること（この場合には届出者の押印は必要としな

いこと。）。 

２ 用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。 

３ 許可状その他の処分に係る書類の送付を希望するときは、届出者の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載した封筒を届出

書に添附すること。この場合において、封筒は当該処分に係る書類を封入し得るものとする。 

 

 

 

 

 

 



高周波利用設備廃止届 

   

年   月   日 

 

          殿 

 

届出者（注１） 

住所（法人又は団体にあつては本店又は主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

代理人（連絡先） 

住所 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

高周波利用設備を下記のとおり廃止しますので、電波法第１００条第５項において準用する

同法第２２条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 設置者の氏名又は名称及び住所 

２ 廃止する年月日 

３ 高周波利用設備の種別 

４ 許可の番号 

５ 許可の年月日 

 

注１ 記載は、次によること。 

(１) 氏名については、自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表

者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、届出者が

国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法

人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

(２) 代理人による届出の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を

記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること（この場合には届出者の押印は必要としな

いこと。）。 

２ 用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。 

 



高周波利用設備許可状訂正申請書 

 

年   月   日 

 

          殿 

 

申請者（注１） 

住所（法人又は団体にあつては本店又は主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

代理人（連絡先） 

住所 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

年  月  日付関高第     号をもつて許可を受けた高周波利用設備の許可

状の記載事項に、下記理由により変更が生じましたので、電波法第１００条第５項において準

用する同法第２１条の規定により申請します。 
 

記 
 

１ 理  由 

２ 変更事項 

（新） 

（旧） 

 

 

注１ 記載は、次によること。 

(１) 氏名については、自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表

者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、届出者が

国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法

人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

(２) 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を

記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること（この場合には申請者の押印は必要としな

いこと。）。 

２ 用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。 

３ 許可状その他の処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載した封筒を申請

書に添附すること。この場合において、封筒は当該処分に係る書類を封入し得るものとする。 



高周波利用設備許可状再交付申請書 

 

年   月   日 

 

          殿 

 

申請者（注１） 

住所（法人又は団体にあつては本店又は主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

代理人（連絡先） 

住所 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

年  月  日付関高第     号をもつて許可を受けた高周波利用設備許可状

を、下記理由により破損、汚損、紛失しましたので、無線局免許手続規則第２８条第２項にも

とづく同規則第２３条の規定により申請します。 
 

記 
 

理  由 

 

 

注１ 記載は、次によること。 

(１) 氏名については、自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表

者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、届出者が

国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法

人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

(２) 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を

記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること（この場合には申請者の押印は必要としな

いこと。）。 

２ 用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。 

３ 許可状その他の処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載した封筒を申請

書に添附すること。この場合において、封筒は当該処分に係る書類を封入し得るものとする。 

 

 



高周波利用設備許可承継届 

 

年   月   日 

 

          殿 

 

届出者（注１） 

住所（法人又は団体にあつては本店又は主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

代理人（連絡先） 

住所 

 

 

氏名                         印 

 

 

 

年  月  日付関高第     号をもつて許可を受けた高周波利用設備の地位

を承継しましたので、電波法第１００条第４項の規定により届け出ます。 
 

記 
 

１ 地位を承継した者の氏名及び住所 

２ 承継理由 

３ 承継年月日 

４ 添付書面  地位承継の事実を証する書面 

 

注１ 記載は、次によること。 

(１) 氏名については、自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表

者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、届出者が

国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法

人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

(２) 代理人による届出の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を

記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること（この場合には届出者の押印は必要としな

いこと。）。 

２ 用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。 

３ 許可状その他の処分に係る書類の送付を希望するときは、届出者の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載した封筒を届出

書に添附すること。この場合において、封筒は当該処分に係る書類を封入し得るものとする。 






